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参考資料
・厚生労働省 2019年12月10日 社会保障審議会（医療保険部会）「令和２年度診療報酬改定の基本方針(概要)」
・厚生労働省 2020年3月5日 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」
・厚生労働省 2020年2月7日 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会) 「総-1 個別改定項目について」
・日本看護師協会HP (https://nintei.nurse.or.jp/nursing/qualification/cn)
・厚生労働省 2019年11月27日 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会) 「個別事項その11について」
・厚生労働省 2020年3月31日 「疑義解釈資料の送付について（その１)」
・厚生労働省 2020年6月30日 「疑義解釈資料の送付について (その20)」

※7月2日修正点
・p2吹出内に「地域連携を含む多職種の取組の強化」を追記
※7月8日修正点
・p3注3「管理薬剤師」→「管理栄養士」
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令和2年度診療報酬改定の基本方針（概要）
改定の基本的視点と具体的方向性

（１）
医療従事者の負担軽減、
医師等の働き方改革の推進

（４）
効率化・適正化を通じた
制度の安定性・持続可能性

の向上

（３）
医療機能の分化・強化、連携と
地域包括ケアシステムの推進

（２）
患者・国民にとって

身近であって、安心・安全で
質の高い医療の実現

出典：令和２年度診療報酬改定の基本方針（厚生労働省）

具体策に「口腔疾患の重症化予防、口腔機能低
下への対応の充実」と「地域との連携を含む多職
種連携の取組の強化」が入っています。

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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摂食機能療法と摂食嚥下支援加算

【摂食機能療法】
1.30分以上の場合 185点／日
・摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定
・ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる

2.30分未満の場合 130点／日（※平成30年度に追加）
・脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から

14日以内に限り、1日につき算定

【摂食嚥下支援加算】

【対象患者】
・内視鏡下嚥下機能検査(VE)又は嚥下造影(VF)によって他覚的に嚥下機
能の低下が確認できる
・医学的に摂食機能療法の有効性が期待できる

【対象患者】
・摂食嚥下支援チームの対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる

注3.
摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合 200点／週
・施設基準が適合しており、厚生局に届け出た医療機関に限る
・当該保険医療機関の保険医、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士等が共同

で指導を行った場合

リハビリテーションH004

画像提供：東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター嚥下障害対策チーム

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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摂食機能療法と摂食嚥下支援加算(要点)
【摂食機能療法】

【摂食嚥下支援加算】

リハビリテーションH004

医師 歯科医師

医師又は歯科医師の指示のもとに
・言語聴覚士 ・准看護師 ・看護師
・歯科衛生士 ・理学療法士又は作業療法士

or

or

届出・報告

別添2様式43の6

摂食機能療法の有効性が
期待できる患者

※摂食機能療法2は脳卒中の患者に限る

15分以上の摂食機能療法実施

30分以上の摂食機能療法実施

⇒摂食機能療法２(130点／日)算定可
※脳卒中発症14日以内の患者に限る

⇒摂食機能療法1(185点／日)算定可(月4回まで)
ただし、治療開始日起算で3月以内の患者は、1日につき算定可

チームの対応によって
摂食機能又は嚥下機能の
回復が見込まれる患者

共同で指導

⇒摂食嚥下支援加算(200点／週)算定可

摂食嚥下支援の計画書

入退院時の報告

下記を満たしていれば加算

摂食嚥下支援チーム
設置

月1以上のVEorVF

週1以上カンファレンス

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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摂食機能障害を有する患者

摂食機能療法(算定要件)
患者に対し、計画書に基づき下記の医療関係者が1回につき30分以上訓練指導を実施

30分以上訓練指導

に基づき

医師 歯科医師

言語聴覚士

看護師

准看護師

歯科衛生士

理学療法士又
は作業療法士

医師又は歯科医師の指示のもとに

or

or

ア 以下の後遺症により摂食機能に障害があるもの

イ VE又はVF検査によって嚥下機能の低下が確認できるもので、医学
的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

摂食機能障害を有する患者とは

顎切除及び
舌切除の手術 脳卒中発達遅滞

etc.

個々の患者の症状に
対応した診療計画書

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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③診療録等に記載②医師が摂食機能療法の効果の判定
①摂食機能療法に係る

計画の作成

摂食機能療法(算定要件)
摂食機能療法の実施に当たって

診療報酬明細書の摘要欄記載事項 以下の医療従事者が行う嚥下訓練

定期的な摂食機能検査

確認

・治療開始日
・毎日の訓練内容
・訓練の開始時間と
終了時間

診療報酬明細書

・疾患名
・当該疾患にかかる摂食
機能療法の治療開始日

医師or歯科医師

言語聴覚士
看護師

准看護師

歯科衛生士

指示の下

嚥下訓練
実施

患者

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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摂食機能療法(算定要件)
患者の転院時または退院時

説明・指導

・嚥下機能の状態
・誤嚥予防の食事内容・摂食方法
の指導

・患者の嚥下機能の状態
・患者又はその家族等への説
明、指導内容

情報提供
患者又はその家族等

転院後や退院後、
摂食機能療法を担う

他の医療機関等の医師等

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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摂食嚥下支援加算(施設基準)
参考：中医協 総-1 2.2.7 個別改定項目について（厚生労働省）

専任の常勤医師or
常勤歯科医師★

専任の歯科衛生士★

専任の常勤
病院薬剤師★

専任の常勤
管理栄養士★

専任の常勤
言語聴覚士★

専任の常勤
看護師★

専任の理学療法士
or作業療法士★

週1回以上のカンファレンス

入院時及び退院時の嚥下機能の評価・報告

※摂食嚥下支援チームとは、以下のメンバーからなるチームである

歯科医師がチームに参
加している場合に限り
必要に応じて参加

⇒事実上、
摂食嚥下障害看護認定看護師

★…カンファレンス参加必須
★…必要に応じてカンファレンス参加

算定患者について
地方厚生局長へ報告／年

入院時・退院時の
嚥下機能の評価等
について記載

別添2様式43の6

【疑義解釈 2020/3/31①】
病棟業務専従職員は摂食嚥下
支援チームと兼務不可

【疑義解釈 2020/3/31①】
摂食嚥下障害看護に係る適切な研修は、
日本看護協会の認定看護師教育課程
「摂食・嚥下障害看護」を指す

【疑義解釈 2020/3/31①】
・摂食支援加算の算定は、
FOIS(患者の入院時及び退院
時)を含む事項の報告が必要

【疑義解釈 2020/6/30⑳】
月1回以上のVE・VFは、別の医療機
関で実施しても加算の算定可
その際、以下を実施
・検査結果を診療録等に記載or添付
・医療機関Bの名称と検査実施日を診
療報酬明細書の摘要欄に記載

検査結果を踏まえ

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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■認定看護師とは
認定看護師とは、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有する者
として、日本看護協会の認定を受けた看護師であり、その分野での実践・指導・相談を担う。
■摂食嚥下障害看護認定看護師の主な知識と技術
・摂食嚥下機能とその障害の評価
・摂食嚥下機能の評価結果に基づく適切な援助・訓練方法の選択
・誤嚥性肺炎、窒息、栄養低下、脱水の増悪防止に向けたリスク管理

■その他の認定看護分野
21分野（～2026年度で教育終了）⇒19分野（2020年～）
感染管理、がん放射線療法看護、がん薬物療法看護、緩和ケア、クリティカルケア、呼吸器疾患看護、在宅ケア、手術看護、
小児プライマリケア、新生児集中ケア、心不全看護、腎不全看護、生殖看護、糖尿病看護、乳がん看護、認知症看護、
脳卒中看護、皮膚・排泄ケア、摂食嚥下障害看護

参照：日本看護協会HP
摂食嚥下障害看護認定看護師について

【認定について】
要件：実務研修通算5年以上（うち認定分野で3年以上）
教育：全792時間（B課程の場合）
審査：筆記試験

参考

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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参考
届出資料

※FOIS：摂食嚥下支援加算の施設基準に係る
届出書添付書類に必須

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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多職種(摂食嚥下支援チーム)が共同して必要な指導管理を行う

摂食嚥下チームにおける各職種の役割等
出典：Jpn J Rehabil Sci 2015;6: 50-55、耳鼻58:261-267,2012、日摂食嚥下リハ会誌14(3):219-228,2010、奥村.第2回日本老年病薬学会学術大会をもとに保険局医療課にて作成

・嚥下機能に影響を及ぼす薬剤の抽出、処方提案
・服用薬の剤形や服用方法等の提案

摂食・嚥下機能の
回復が見込まれる患者

摂食嚥下支援加算(算定要件)
参考：中医協 総-1 2.2.7 個別改定項目について（厚生労働省）

中医協 1.11.27 個別事項その11について(厚生労働省)

専任の常勤医師or
常勤歯科医師

専任の歯科衛生士

専任の常勤
病院薬剤師

専任の常勤
管理栄養士

専任の常勤
言語聴覚士

専任の常勤
看護師

専任の理学療法士
or作業療法士

歯科医師がチームに参
加している場合に限り
必要に応じて参加

⇒事実上、
摂食嚥下障害看護認定看護師

… 指導管理

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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摂食嚥下支援チームの役割

専任の歯科衛生士

専任の常勤
病院薬剤師

専任の常勤
管理栄養士

専任の常勤
言語聴覚士

専任の常勤
看護師

専任の理学療法士
or作業療法士

歯科医師がチームに参
加している場合に限り
必要に応じて参加

⇒事実上、
摂食嚥下障害看護認定看護師

・嚥下機能に影響を及ぼす薬剤の抽出、処方提案
・服用薬の剤形や服用方法等の提案

・食事形態等の工夫の対応

・VE、VF検査
・嚥下訓練の実施内容の評価
・歯科診療

・口腔衛生管理

・リハビリ計画の立案
・嚥下訓練の実施
・実施内容の評価

・嚥下機能の観察・評価 ・嚥下訓練の実施
・反復唾液嚥下テスト ・実施内容の評価
・改訂水のみテスト ・口腔状態の評価
・食物テスト ・口腔ケア
・リハビリ計画の立案 ・病棟看護師への指導
・外来看護師や在宅における関係者との連携

・嚥下機能の観察・評価 ・嚥下訓練の実施
・反復唾液嚥下テスト ・実施内容の評価
・改訂水のみテスト ・口腔状態の評価
・食物テスト ・口腔ケア
・リハビリ計画の立案

専任の常勤医師or
常勤歯科医師

参考
参考：中医協 総-1 2.2.7 個別改定項目について（厚生労働省）

中医協 1.11.27 個別事項その11について(厚生労働省)

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3
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摂食嚥下支援加算(算定要件)
ア 摂食嚥下支援チームによる対応を開始

以下のア～ウの要件をいずれも満たす場合に算定する

摂食嚥下支援チーム 摂食嚥下支援計画書 診療録

既に作成済みの場合
はチームで見直し

患者の診療を担う
医師・看護師の参加検査を踏まえて

作成 写しの添付

検査実施(月1回以上)

アを実施した患者
結果等踏まえチームで計画を見直すカンファレンス実施(週1回以上)

イ アを実施した患者に対し カンファレンスには
・医師又は歯科医師
・看護師
・言語聴覚士
・薬剤師
・管理栄養士

が参加

患者又はその家族等

摂食嚥下支援計画書

【疑義解釈 2020/3/31①】
・摂食嚥下支援計画書は様式を定めていない
・必要事項が記載されていればリハビリテーション
総合実施計画書も可

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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摂食嚥下支援加算(算定要件)
以下のア～ウの要件をいずれも満たす場合に算定する

①摂食嚥下支援
計画書

ウ 摂食嚥下支援チームは、カンファレンスの結果に基づき

③摂食方法の
調整口腔管理等

①～③の見直しを実施計
画
書
の
見
直
し
要
点
を 記載or写しの添付

診療録

②嚥下調整食

形態は？
分量は？

患者又はその家族等

摂食嚥下支援チーム

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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以下の①～③を記載又は添付

摂食嚥下支援加算(算定要件)
記載・添付事項

診療録

診療報酬明細書

当該患者

①当該患者の摂食機能療法の
効果や進捗状況

②VE又はVF検査の結果 ③カンファレンスの概要

以下の④⑤を実施した日付を摘要欄に記載
④VE又はVF検査 ⑤カンファレンス

本資料は、2020年6月30日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
資料No.20200708-1066-3


	スライド番号 1
	令和2年度診療報酬改定の基本方針（概要）�改定の基本的視点と具体的方向性
	摂食機能療法と摂食嚥下支援加算
	摂食機能療法と摂食嚥下支援加算(要点)
	摂食機能療法(算定要件)
	摂食機能療法(算定要件)
	摂食機能療法(算定要件)
	摂食嚥下支援加算(施設基準)
	摂食嚥下障害看護認定看護師について
	スライド番号 10
	摂食嚥下支援加算(算定要件)
	摂食嚥下支援チームの役割
	摂食嚥下支援加算(算定要件)
	摂食嚥下支援加算(算定要件)
	摂食嚥下支援加算(算定要件)

